
税理士からみた電子化のポイント

2025年9月2日

税理士 守井 照久

～電子帳簿保存法「電子取引データ保存」について～



講師プロフィール
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• 守井 照久（もりい てるひさ）

・税理士（登録番号：110770）

・税理士法人創明コンサルティング・ブレイン代表社員

株式会社 創明コンサルティング・ブレイン取締役社長

・一般社団法人 未来会計マスター協会 専務理事

• 岡山市生まれ。平成13年、宮﨑会計事務所へ第1号スタッフとして入所。

• 平成20年税理士登録。「未来デザイン決算書」を活用した「未来経営会議」の
開催を中心にコンサルティング活動を展開。

• R3年1月、税理士法人設立に伴い、代表社員に就任。

• 中小企業経営者の最も身近な専門家として、他士業のパートナーと連携

しながら「中小企業支援」に積極的に取り組んでいる。

〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野713番地10

Ｔｅｌ：086-274-8188（事務所） Ｆａｘ：086-274-8187（共通）

086-274-6177（会 社）ＨＰ：http://s-cb.jp ＩｎｆｏＭａｉｌ：info@s-cb.jp



本日のお話の内容
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③電子帳簿保存法のポイント
   電子取引データ保存

①税務行政のデジタル化

②電子化のメリット



税務行政のデジタル化
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国税庁「税務行政のデジタル・トランスフォーメーションー税務行政の将来像2023」1頁より



税務行政のデジタル化
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国税庁「税務行政のデジタル・トランスフォーメーションー税務行政の将来像2023」4頁より



税務行政のデジタル化
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電子化のメリット
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電子化のメリット

・電子請求書
コスト削減（印刷・郵送代）
業務の効率化（手間がかからない・管理しやすい）

・電子契約書
印紙が不要
コスト削減（印紙・印刷・郵送代）
業務の効率化（手間がかからない・管理しやすい）



電子帳簿等保存制度
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国税庁「税務行政のデジタル・トランスフォーメーションー税務行政の将来像2023」40頁より



電子帳簿等保存制度
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電子帳簿等保存制度とは…

・税法上保存が必要な「帳簿」や「領収書・請求書など（国
税関係書類」を、紙ではなく電子データで保存することに
関する制度。

・記録の改ざんなどを防止する観点から、保存時に満た
すべき一定の要件が定められている。

→「電子帳簿保存法」



電子帳簿等保存制度
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電子帳簿等保存制度

①電子帳簿等保存（任意）

②スキャナ保存（任意）

③電子取引データ保存（義務）



電子取引データ保存
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電子取引とは？

電子帳簿保存法第2条第5号 電子取引

「取引情報（取引に関して受領し、又は交付する注文書
契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ず
る書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。）
の授受を電磁的方式により行う取引をいう。



電子取引データ保存
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電子取引とは？

分かりやすく言うと…

電子取引とは、取引情報を

電子データでやりとりすること。

→受取側も、送付側も対象



電子取引データ保存
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電子取引データ保存とは？

電子帳簿保存法第7条
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

「所得税（中略）及び法人税に係る保存義務者は、
 電子取引を行った場合には、財務省令で定めると
ころにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁
的記録を保存しなければならない。」



電子取引データ保存
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・電子取引データ保存とは？

分かりやすく言うと…

電子データをやり取りした場合は、

電子データを保存しなければならない。



電子取引データ保存
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・具体的には…

・電子メールにより請求書や領収書等のデータを受領

・ホームページから請求書データをダウンロード

・電子請求書などのクラウドサービスを利用

・インターネットバンキングを利用した振込等



電子取引データ保存
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・電子取引データ保存

いつから？

令和6年1月1日以後にやりとりする

電子取引データについて適用



電子取引データ保存
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電子取引データ保存

〇原則的な3つのルール

〇原則的なルールに対応するまでの猶予措置

★国税庁パンフレット（別紙）

電子帳簿保存法対応！令和6年1月以降の電子取引データ

 の保存方法について（令和6年11月）

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm



まとめ
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〇まとめ

ルールを把握して
会社の状況に応じた適切な対応がポイント

今後は取引から会計・税務までの
デジタル化（デジタルシームレス）が進行
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